
一般社団法人静岡県設備設計協会 

平成２８年度第３回理事会次第 
 
 

                 日 時：平成２８年１２月２日（金） 
                   午後４時～ 

場 所：ホテルサンミ倶楽部 
 
 
１ 開 会               
 
２ 会長挨拶             
 
３ 定足数確認 
 
４ 議  事                
 ＜決議事項＞ 

第１号議案 （一社）日本設備設計事務所協会連合会への加入について 
   
＜報告事項＞ 
（１）会員の入会について 
（２）委員会報告について 
（３）地区会報告について 
（４）協会経理について 

 （５）その他 
    ・関係団体等の招待等案内と出欠席について 
    ・ＺＥＢ等技術力向上講座について 
    ・分煙技術支援事業報告について 
    ・国土交通省中部地方整備局営繕部との意見交換会について 
 
５ 副会長総括 
 
６ 閉会 
 



（第１号議案） 
 
 

（一社）日本設備設計事務所協会連合会への加入について 
 
 
  

  加入への流れ 

  ①各地区会での説明と検討 

       ↓ 

  ②理事会での決議 

       ↓ 

  ③総会による決議 

       ↓ 

  ④加入手続き 
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日設協が移行する連合会の基本事項     

                      

移行時期     平成 29年度定時総会 

           日設協の定款改正案を上程 

総正会員の議決権の 3分の 2以上にあたる多数をもって決議 

         移行までの間は、全ての用語に暫定と付す 

 

主な定款改正案  名称および会員の種別 

 

名称（案）    一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会（日設事連という） 

 

会員の種別（案） 正会員および賛助会員の 2種とし、準会員は廃止 

   正会員は、設備設計事務所の開設者を社員とし、その名称中に設

備設計事務所協会（類似の名称を含む）という文字を用いる一般

社団法人または任意団体で、当該都道府県に唯一の組織 

 

正会員の入会  所定の正会員入会申込書（様式―1）及び構成員名簿（様式―2）を提出 

          理事会の承認   

 

正会員入会申込  協会名称・会長名・事務局所在・TEL・FAX・E-mail・URL・構成員数 

           単位会基礎データとしての構成員内部資料により 

就業員総数（常勤取締役および従業員(パート社員含む)） 

有資格者（建築設備士、設備設計一級建築士、設備一級以外の 

一級建築士、その他の資格者）の数を記載 

 

構成員名簿    正会員は、毎年度当初の構成員を日設事連に登録 

           設備設計事務所登録情報および建築設備士資格保有者の数を記載 

           日設事連の会員名簿に、単位会の登録構成員の名称等を登載 

 

構成員内部資料  本資料は、単位会の内部資料 

           単位会にて保管し、日設事連への提出は不要 

国および関係団体等からの調査に備える 

 

入会金      正会員の入会金は 10万円 

           平成 31年 5月（定時総会）までの入会は、不要 
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年会費      正会員の年会費は、登録構成員 1社あたり 2万円 

 

ブロック協議会  6ブロック（47都道府県） 

         北海道・東北 BLK 

           北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

         関東 BLK 

           茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 

         東海・北信越 BLK 

           新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 

         近畿 BLK 

           滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

         中国・四国 BLK 

           鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、愛媛 

         九州・沖縄 BLK 

           福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

役 員      総会の決議、出席した当該正会員の決議の過半数によって選任 

理事 16名以上 22名以内 

           うち会長 1名、副会長 5名、専務理事 1名を理事会の決議で選任 

         監事 2名以内 

 

理事数の割当   正会員の理事数をブロック協議会に割当 

           ブロック協議会ごとの構成員の総数を基に、ドント方式で割当 

           構成員数の多いブロック協議会に、相応の理事数を割当 

 

理事候補者    ブロック協議会は、理事の割当数に応じた理事候補者を選出 

           理事候補者は、単位会の構成員 

 

運営助成金    ブロック協議会には、事務手数料等として運営助成金を支弁 

           ブロック協議会ごとの納入総年会費の 5％程度 

           運営助成金の連結決算は行わない 
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暫定期間の工程  暫定会員募集    H28年 07月 10日～H29年 05月 29日（総会） 

         暫定会員一次締切  H28年 10月 31日 

           日設事連一期目の役員選任のための、ブロック協議会ごとの暫定

構成員数を確定 

         理事会       H28年 11月 17日  

           ブロック協議会ごとに、理事数をドント方式で割当 

         ブロック協議会は、割当数の理事候補者を選出 ～H28年 12月 22日 

         理事会、暫定連合会臨時総会  H29年 01月 23日 

           暫定理事候補者承認 

           暫定理事会     

             暫定の会長・副会長・専務理事（暫定役員会という）の承認 

         暫定役員会による平成 29年度事業計画、収支予算案～H29年 03月末 

 

 

 

募集要項に係る詳細説明 

 

暫定正会員とする理由 

H29 年 5 月の定時総会時に連合会に移行するため、会員を募集する現時点では連合会は

存在しません。 

よって H29年 5月の定時総会の前日までは、連合会の暫定の正会員（暫定正会員と云う）

とします。 

 

暫定正会員の年会費等 

H29年 5月の定時総会時の連合会に移行するまで、H28年度は現日設協の会員（正会員、

準会員、賛助会員）の会費で運営します。 

よって連合会の暫定正会員の入会申込による、入会金及び H28年度の年会費は発生しま

せん。 

 

暫定正会員の募集期間 

 暫定正会員は、H29 年 5 月の定時総会時に連合会に移行するまでの期間であり、連合会

へ移行後に正会員になります。よって暫定正会員での募集は、H29 年 5 月の定時総会の前

日までとし、連合会へ移行後は、正会員として入会できます。 
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暫定正会員入会申請の 10月 31 日の締切について 

 H29年 5月の定時総会時の連合会に移行後の、役員を選任しておく必要があります。 

連合会の役員の選任は、連合会移行報告書に従い、下記の手続きを以て行います。 

① 理事数の決定（現日設協の H28年度理事会の議決による） 

② ブロックごとの構成員総数によるドント方式により、理事数を割当 

③ ブロックごとに、割当数の理事候補者の選出（H28年 12月） 

④ 暫定連合会総会を開催し、理事・役員の仮承認（H29年 1月） 

⑤ 暫定連合会の役員による H29年度事業計画および収支予算の立案（H29年 3月） 

⑥ H29年 5月の定時総会時に、連合会へ移行および理事・役員の承認 

よって、10月 31日締切でのブロック構成員総数を以て、理事数の割当を行います。 
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様式‐暫１ 

 
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 （暫定）正会員入会申込書 

 

協 会 名 称  

会  長  名 
(ふりがな)    

       

事 務 局 所 在 
〒 

 

ＴＥＬ  Ｅmail  

ＦＡＸ  ＵＲＬ  

構 成 員 数   社 
就業者の合計 

(内部資料を基に集計) 
  人 

有 資 格 者 総 数 

(内部資料を基に集計) 

建築設備士   人 

設備設計一級建築士   人 

一級建築士   人 

その他の資格(上記以外)   人 

 

誓約書 

一般社団法人日本設備設計事務所協会会長 殿 

今般、貴会移行予定の一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会（仮称）の（暫定）正会員として

入会するに当たり、登録構成員名簿を提出し正会員としての義務履行を誓約いたします。 

平成２８年  月  日 

協会名    

会長名              ㊞   

 

 

下記の欄は、記入しないでください。 

平成  年  月  日 第    回理事会承認   

入会金      円   係      ㊞ 
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構成員名簿 
番

号 
構成員事務所名 代表者名 所在住所 

TEL        

FAX 

事務所登録番号

管理技術者名 

建築設備士数

（うち女性） 

１    
    

    
  

２    
    

    
  

３    
    

    
  

４    
    

    
  

５    
    

    
  

６    
    

    
  

７    
    

    
  

８       

９       

１０       
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様式一暫3 

 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会（仮称） 単位会構成員内部資料 

 

都道府県協会名称  

 

下記の欄は、構成員に関する単位会の内部資料です。単位会の責任において保管して下さい。 

事務所名 

フリガナ  設立年月日 

   

法人・個人 法  人       個  人 

代表者 
役職名 フリガナ  

 氏  名   

所在地 
〒 

 

TEL  FAX  

登録設備設計事務所 登録番号  管理技術者名  

建築士事務所登録 一級建築士事務所    二級建築士事務所    木造建築士事務所    登録なし 

主資格者数(うち女性) 

（重複可） 

建築設備士  ( ) 名 設備設計一級建築士  ( ) 名 

一級建築士  ( ) 名 二級建築士  ( ) 名 

第二種電気主任技術者 ( ) 名 第三種電気主任技術者  ( ) 名 

一級管工事施工管理技士  ( ) 名 一級電気工事施工管理技士  ( ) 名 

建築設備検査員  ( ) 名 CASBEE建築評価員  ( ) 名 

消防設備士(甲種)  ( ) 名    

主力業務 設備総合   空調   衛生   電気  その他（                     ） 

役員を含む就業者数(うち女性)   （  ） 名 

事務所の特色・得意分野 
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（一社）日本設備設計事務所協会
連合会移行案

( Rev.1 )

2016.06.20

一般社団法人日本設備設計事務所協会

（Rev.1）平成２８年５月３０日, 全国会長会議および定時総会での質疑応答を反映
（下線部分）
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国の指導官庁と良好な関係を維持し、我が業界の社会的地位の向
上と適正な業務報酬の獲得、事務所登録制度の法制化、ひいては

団体の自律的監督体制を確立し、

もって建築設備の興隆に寄与するため

全国の地区協会の総意を纏める上部団体

としての連合会へ移行する

はじめに

業界団体としての交渉能力をいかんなく
発揮できる強固な組織体系を構築する

2016.06.202連合会移行案
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本会の連合会への改組は、平成７年に家協会の正会員資格を個人から法
人（事務所）に変更した本会の発足当時から組織検討特別委員会等で検討
がなされてきました。当時は旧公益法人法のもと監督官庁の指導等もあり実
現に至りませんでしたが、公益法人法も改正され、また平成２６年から２回の
全国設備設計事務所関連団体会長会議（全国会長会議）とアンケートなど
により、４０もの地区から改組の賛同を得ました。

これを機に連合会に改組する手続きを正式にスタートすることとし、制度設
計案の作成などを目的とする特別委員会の設置が第３７７回理事会で承認さ
れました。

これにより、全国のブロック（北海道・東北・関東・東京・北陸甲信越・中部・近
畿・中国・四国・九州・沖縄）から１２名の委員が選出され、５名の相談役（副
会長）とともに平成２８年１月２２日、連合会移行準備特別委員会が設置され
ました。

連合会移行準備特別委員会の概要

2016.06.20連合会移行案 3
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【基本方針】

１．地区協会の権威を高める制度設計を行う

２．平成２７年１２月１５日付け「日本設備設計事務所協会
連合会（仮称）に関するアンケートの纏め（平成２７年
１１月３０日まとめ）」を参考に、全国の会員が求めてい
ることに柔軟に応える

３．「直轄会員Ａ」「直轄会員Ｂ」に配慮しつつ、適切かつ
丁寧な制度設計を行う

４．会員資格については地区協会に絶対的な権限を付与
し、地区の実態に配慮する

特別委員会の基本方針

2016.06.20連合会移行案 4
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本稿においては以下の名称を用いることとした

（現行の名称）⇒ （新たな名称）

日設協 ⇒ 日設事連

正会員 ⇒ 構成員

地区協会 ⇒ 単位会（連合会における正会員）

ブロック会議 ⇒ ブロック協議会

ブロック長 ⇒ ブロック協議会会長

用語の定義

2016.06.205連合会移行案
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１．会員制度
・構成員…単位会傘下の設計事務所。兼業・専業の区分などは、それぞれの単位会の判断に委ねる

・正会員…都道府県に唯一の設備設計事務所協会（単位会）

・賛助会員…本連合会の趣旨に賛同し、本会を支える個人、法人又は団体等

２．会議体と議決権
・総会…単位会にひとつの議決権

・理事会…理事で構成：理事にひとつの議決権

・役員会…業務執行理事（会長・副会長）で構成：合議制を基本とする

・ブロック協議会…単位会に議決権はあるが合議制を基本とする

・全国会長会…合議制を基本とする

※合議制とは…特に決は採らず、複数の意思を統合して決定するという意味

連合会の骨子

2016.06.20連合会移行案 6
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✔✔✔✔単位会（地区協会）は以下の権限を有する単位会（地区協会）は以下の権限を有する単位会（地区協会）は以下の権限を有する単位会（地区協会）は以下の権限を有する

構成員加入資格や会員種別、会費設定などは単位会（地区協会）の判断による。

✔✔✔✔構成員は構成員名簿登載を必須とする構成員は構成員名簿登載を必須とする構成員は構成員名簿登載を必須とする構成員は構成員名簿登載を必須とする

構成員名簿登載制度を創設し、すべての構成員は登載を必須とする。

名簿に登載のない事務所は構成員として認めない。

✔✔✔✔連合会連合会連合会連合会としての組織としての組織としての組織としての組織体系の構築体系の構築体系の構築体系の構築

各ブロック協議会に理事を配置、単位会との連絡協調・情報交換、意見集約、

役員会との意志疎通、ブロック協議会からの提言、要望などをスムーズに行う。

✔✔✔✔地域の活動を強化する地域の活動を強化する地域の活動を強化する地域の活動を強化する

単位会（地区協会）の権威を高めるとともに、地域のまとまりを意識する。

ブロックの結束力を高めるため、活動はブロック単位で企画・開催し、

そのための運営助成金を支弁する。

連合会として重視するポイント

2016.06.207連合会移行案
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単位会（地区協会）の判断を優先する

・単位会傘下の構成員資格

・単位会の設備設計兼業事務所に関する取扱い

・単位会への新規入会希望者の承認

・単位会構成員の会員種別

・単位会構成員の会費設定

・単位会構成員の賠償保険加入承認

単位会は以下の権限を有する

2016.06.20連合会移行案 8
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∗ 連合会として自律的監督体制を強化するため、連合

会に所属する構成員には名簿登載を義務付ける

∗ 登載内容は会社概要だけではなく、得意分野や業務

実績なども含める（※）

∗ 全国設備設計事務所名簿として制作する（※）
（※）…現段階では未定です。今後、活用目的や費用対効果などについて十分に検討する

こととなります

構成員は名簿登載を必須とする

2016.06.20

構成員名簿登載制度を創設し、すべての構成員は登載を必須とする
名簿に登載のない事務所は構成員として認めない

9連合会移行案
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連合会としての組織体制
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正会員正会員正会員正会員

傘下の傘下の傘下の傘下の
構成員構成員構成員構成員

ブロック協議会と称し、権限を強化する
・それぞれに理事を配置
・活動に対する運営助成金（p.12で後述）

2016.06.2010連合会移行案
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連合会としての組織体制

✔傘下の構成員数によるドント方式で
各ブロックに理事を配分する

✔ドント方式で選出された各ブロック
の理事の互選により会長を選出する

✔会長は理事の中から副会長を選出

✔理事総数は、22名以内

（うち員外理事2名）

・会長（1名）

・副会長（5名以内）

・専務理事（1名）

・理事

✔監事（2名）

2016.06.2011連合会移行案
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会会会会
長長長長

副副副副
会会会会
長長長長
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会会会会
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事事事事
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（（ （（
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ブブブブ
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２２２２

名名名名）） ））

専務理事専務理事専務理事専務理事

会長会長会長会長

役員会役員会役員会役員会
（７名）（７名）（７名）（７名）

理事会理事会理事会理事会
（１８名）（１８名）（１８名）（１８名）
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【要点として】

∗ 連合会ではブロックを「ブロック協議会」と称し、現行のブロックとは重みが違う
ことを強調する

∗ 各ブロック協議会に理事を配置、単位会との連絡協調・意見集約、役員会との
意志疎通、ブロック協議会からの提言、要望などをスムーズに行う

∗ 意見集約はブロック単位で行う

∗ 地域の結束力を高めるため、活動はブロック単位で企画することとし、そのた
めに運営助成金を支弁（※）する

（※）…現段階では年会費の5%程度、使途の報告などは不要（領収書のみを発
行）を想定していますが、今後の検討課題とします

連合会としての組織体制

2016.06.2012連合会移行案
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役員の選出方法の概要

【候補者の要件として】

■会長…

日設事連の役員経験者

単位会の会長および会長経験者

■副会長…

単位会の理事および理事経験者

2016.06.2013連合会移行案

会長の権限会長の権限会長の権限会長の権限

ブロックブロックブロックブロック協議会協議会協議会協議会の権限の権限の権限の権限

ドント方式により各ブロック協議会に

理事数を割り当て

会長・副会長・理事の選任方法

理事会の権限理事会の権限理事会の権限理事会の権限

ブロック協議会から理事を選出
（合計１５名以内程度を想定）

理事の互選により会長を選出

会長は理事の中から副会長を指名

（５名以内）
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ブロックの再編

∗ ・
■北海道・東北ブロック

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島（７道県）

■関東ブロック

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨（８都県）

■東海・北信越ブロック

新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重（９県）

■近畿ブロック

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、（６府県）

■中国・四国ブロック

鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、愛媛 （９県）

■九州・沖縄ブロック

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄（８県）

2016.06.2014連合会移行案
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ブロックの再編

2016.06.2015連合会移行案
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ブロック協議会の活動強化

∗ イベントや活動などは
地域に密着してブロッ
ク単位で企画し、地域
としての結束力を高め
る

∗ ブロック協議会での活
動を強化するために運
営助成費として一定額
を支弁（P.12前述）する。

2016.06.2016連合会移行案
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∗ 会費は単位会の構成員あたり20,000円／年として計算する

∗ 会費の計算根拠となる単位会に所属する構成員数は、構成
員名簿により管理する

∗ 入会金は100,000円とする。

✔平成31年5月までに入会するものは入会金を免除する

会費の考え方

2016.06.2017連合会移行案
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【スケジュール】

平成２８年５月 連合会草案を地区協会へ配布

平成２８年６月 会員募集の開始

平成２８年１０月末 会員募集の締め切り

平成２８年１１月 ドント方式で理事数をブロックに割当て

平成２９年１月 連合会の暫定臨時総会、暫定理事会開催

平成２９年５月 連合会へ移行

発足までのスケジュール

2016.06.2018連合会移行案
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Ｑ１：日設協（本会）の直轄会員Ａ（地区協会に所属する本会会員）及び直轄会員Ｂ（地区
協会に所属しない本会会員）について、連合会移行によりどのような扱いになるのか

Ａ１：会員資格制度上、個人事務所の連合会直轄所属は認められません。

よって直轄会員Ａは、所属する地区協会が連合会に入会しない場合は会員資格を喪失
することとなります。

また直轄会員Ｂは、連合会に入会する地区協会の構成員にならない場合は会員資格を
喪失することとなります。

Ｑ２：本会の非会員Ｃ（地区協会に所属する本会非会員）が、地区協会が連合会に入会す

ることにより地区協会を離脱しかねない

Ａ２：非会員Ｃの問題は、地区協会（単位会）に権限があり、判断を委ねることとなります。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 19
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Ｑ３：地区協会に兼業の正会員が存在するが、構成員として認められるか

Ａ３：構成員資格の解釈については、地区協会（単位会）に権限があります。

Ｑ４：法人でない任意の地区協会の連合会への入会について

Ａ４：都道府県（地区）に一つの単位会（設備設計事務所協会）であれば名称（設備設計事務所協
会）及び法人については、任意とします。また、地区に複数の団体が存在する場合は、当該地区内
で協議いただいた上で、同一地区内でひとつを原則とします。

Ｑ５：連合会の恩恵を受けにくい小規模事務所に対して、どのような配慮があるのか

Ａ５：ブロック協議会を活性化するなど地元に根付いた活動を強化し、情報交換や地域の発注機関
などへの交渉能力を高めます。また全国設備設計事務所名簿などを作成し、受注機会の向上をめ
ざします。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 20
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Ｑ６：建築設備士を保有する事務所だけで連合会とし、その他は準会員としてはどうか

Ａ６：連合会では準会員制度は馴染まないため認められません。

Ｑ７：議決権を放棄してでも会費負担を軽減してもらいたい

Ａ７：議決権のない正会員（単位会）は、法人法上認められません。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 21
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Ｑ８：指導官庁と太いパイプを持ち、事務局及び会計を管理する専務理事を新たに雇用
してはどうか

Ａ８：連合会の大きな役割を果たすために必要な存在であると考えます。ただし、連合会
移行を議論してきた現在の状況では、指導官庁出身者の雇用は断念せざるを得ません。
当面は、東京近郊に在住する公務員（地方を含む）出身者等で、費用及び効果ともス
モールスタートとして考えることとします。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 22
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Ｑ９：入会金はなぜ必要なのか、金額はどのように設定したのか
Ａ９：入会金の考え方は以下によります。

・平成２８年度終了時の残余財産は約２千万円と予測され、移行する連合会に引き継がれます。

・連合会が清算する場合において有する残余財産は、公的機関に贈与することとなります。

・正会員（単位会）は、残余財産の処理に係る総会の決議権を有する資産の権利者です。

・入会することにより、正会員（単位会）当たり約４５万円の資産権利者となります。

上記により連合会の入会金を４５万円として検討しましたが、単位会の経費負担軽減を考慮して入会金（１
０万円）の納付を規定することとしました（賛助会員は不要）

但し、正会員（単位会）の連合会移行に係る複雑な事情に配慮して、

平成３１年５月までの入会正会員は、入会金を免除します。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 23
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Ｑ１０：定款や定款細則をはじめ、役員選任規定、就業規定、旅費規程、経理規定など
は、確定されたものと解釈して良いか

Ａ１０：定款や定款細則、役員選任規定については現時点では（案）であり、連合会へ正

式に移行する平成２９年の定時総会で承認されることとなります。それまでに単位会各

位の意見を取入れ諸規定の整備とともに細部調整を行います。

現時点における検討課題（例）

・定款（案）第9条（除名）

会員除名規定に「除名にあたっては当該会員に弁明の機会を与える」を入れるような配慮は必要ないか

・定款細則（案）第3章

「設備設計事務所協会全国会長会」とあるが、連合会では正会員が各地区代表者になるため重複することにな
らないか

Q&A

2016.06.20連合会移行案 24
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Ｑ１１：１次募集期間である１０月末までに構成員名簿を提出することについて、
連合会正式移行の来年５月までに構成員数の増減が生じた場合はどのよう
な扱いになるか

Ａ１１：１０月末時点での構成員数によるドント方式で理事数を決定することと

なります。

また平成２９年４月１日付けで登載された構成員数で年会費を請求することに

なります（定款細則（案）第１０条２項）。

請求後に増減が発生した場合はその都度対処することとなります。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 25
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Ｑ１２：賠償責任保険制度について、連合会移行後も変わらないと理解してよいか

Ａ１２：現在は日設協が団体保険加入者になっているため、その傘下にいる設備
設計事務所が加入できます。連合会移行後は会員が単位会となるため、単位会
に所属する構成員が加入できることになります。

Ｑ１３：構成員名簿は加入申し込みと同時に提出する必要があるか

Ａ１３：複雑な会員制度を抱えて、「簡単に構成員名簿は出せないが、入会は決
まっている」という単位会もあると思います。その場合はまず入会申込書を提出し
ていただき、後で構成員名簿を提出していただいて構いません。ただし１０月末を
期限とさせていただきます。

Q&A

2016.06.20連合会移行案 26
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∗ 平成２７年１２月２５日 第３７７回理事会において、特別委員会発足を承認

∗ 平成２８年１月２２日 連合会移行特別委員会発足

∗ 平成２８年２月１５-１６日 第１回連合会移行特別委員会

∗ 平成２８年２月２９日 第１回運営小委員会（西日本委員会）

∗ 平成２８年３月３日 第１回経営小委員会（東日本委員会）

∗ 平成２８年３月１１-１２日 第２回運営小委員会（西日本委員会）

∗ 平成２８年３月３１日 役員会への検討経過報告（１）

∗ 平成２８年４月１１-１２日 第２回連合会移行特別委員会

∗ 平成２８年４月２７日 役員会への検討経過報告（２）

∗ 平成２８年４月２８日 理事会への検討経過報告

∗ 平成２８年５月２３日 特別委員会正副委員長会議

∗ 平成２８年５月２４日 役員会への検討経過報告（３）

∗ 平成２８年５月３０日 理事会への上程、全国会長会議、定時総会で説明

連合会移行準備特別委員会
活動報告

2016.06.20連合会移行案 27
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報告事項（１） 
 

会員の入会について 

 

 正会員 

   オフィスａｋ  赤堀智和 

   

入会申込書の提出日    平成２８年 ６月２０日 

  理事会での審議、承認日  平成２８年 ７月１５日 

  入会審査通知書の通知日  平成２８年 ７月１９日 

  入会金及び年会費入金日  平成２８年 ８月 ５日 

 

賛助会員 

 

  ㈱アオイテレテック 

 

入会申込書の提出日    平成２８年 ６月２９日 

  理事会での審議、承認日  平成２８年 ７月１５日 

  入会審査通知書の通知日  平成２８年 ７月１９日 

  入会金及び年会費入金日  平成２８年 ７月２２日 
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報告事項（２） 
 
 

委員会報告について 
 
１ 報告期間 
  平成２８年７月１６日から平成２８年１２月２日まで 
 
２ 報告内容 
（１）総務委員会 
   ①県設備課との意見交換会を開催した。 
    月 日 平成２８年１０月７日（金）１５:００～１７:００ 
    場 所 静岡市産学交流センター 演習室１ 
    
   ②会員交流会（忘年会）本日開催 

    月 日 平成２８年１２月２日（金）～３日（土） 

    場 所 ホテルサンミ倶楽部（熱海市） 

 

（２）技術委員会 
   ①第２回技術委員会を平成２８年７月２９日（金）に開催した。 
 

②技術講習会を開催した。 
月 日 平成２８年１０月２８日（金）１３:３０～１６:３０ 

    場 所 静岡市産学交流センター プレゼンルーム 
 
   ③第２回共同事業推進委員会を平成２８年１１月１１日（金）に開催した。 
    月 日 平成２９年２月２４日（金）～２５日（土） 
    研修先 三菱電機㈱冷熱システム製作所「技術棟」 
        和歌山県和歌山市手平６丁目５-６６ 
 
（３）広報委員会 
   ①第４回広報委員会反省会を平成２８年１０月７日（金）に開催した。 
    
（４）特別委員会 
   ①第３回特別委員会を平成２８年１１月２１日（月）に開催した。 
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静岡県設備課との意見交換会の記録  
 

                   一般社団法人 静岡県設備設計協会 
                    総務委員長 名波 睦生 
●日時：平成 28 年 10 月 7 日（金曜日） 午後 15 時～17 時 
●場所：静岡市産学交流センター7 階演習室 1 
●参加者 
県側（経営管理部財務局設備課）：課長 黒柳正巳 技監 石田高久     

課長代理 内山武志  
              技術班班長 石川達也 電気班班長 石黒義英 
              機械班班長 刑部 稔 
協会側：会長 三ツ井幹雄 副会長 植田賢司 専務理事 山森繁 

     理事 名波睦生 佐野富士雄 甲斐裕士 
     相談役 小林康秀             
〇意見交換会内容記録 ※県: 県設備課側より、協: 協会側からの発言 
協会提案 
1.設計委託基準（入札と見積及び随意契約の区分・指名業者数・指名業者選定基

準）について 
県: 入札があくまでも原則です。予定価格（税込）が１００万円未満については、

随意契約、１００万円以上５００万円未満については、最低制限価格の設

定・最低制限価格の補正が有ります。補正率は０．８ 
県ＨＰ「建設業のひろば」の「業務委託最低制限価格制度要領」等を読んで

下さい。 
  ５００万円以上については、低入札価格調査が有ります。 
  県ＨＰ「建設業のひろば」の「静岡県建設関連業務委託に係る低入札価格調

査試行要領」等を読んで下さい。 
 
2.県・市等の願い通知申請の一本化について 
協: ２年に１回の提出は思った以上に大変で面倒な作業、県・市どちらかに出せ

ば OK なことにならないか。若しくは、一度出せば辞める時まで OK になら

ないか 
県: 昨年も同様の意見がありましたが、１年で変わった事はありません。 
  県と市の両方に必ず出しているとは限りませんし、それぞれに違った内容と

なっていますので一本化には出来ません。 
 資格要件には、年ごとに事業所の内容が違ってくると思いますので２年に１

回の提出をお願いしています。 
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3. 産廃計算書の利用範囲の拡大について 

協: 設備工事の産廃見積徴収は非常に難しい、産廃計算書は非常に有り難いこと

です。これを他でも利用できるようにならないでしょうか。 
県: これも昨年出ている意見ですが、回答内容は変わりません。 

県の規定でやっている事なので、それを市町が承諾しているのであれば 
  使用は差し支えないが、課内取扱としているので市町で使えるようなことは 
  していません。 
 
4. リービック単価の各市・町の独自単価利用について 

協: 各市・町によって独自のリービック単価があると思います。 この単価を使

用出来るようになれば非常に便利です。（例）静岡市は防臭桝が必要 
県: 県発注のものは県のリービックデータ、市発注のものは市のリービックデー

タとそれぞれのものを使用して下さい。 
  単価の定め方は物価版から発注機関が価格調査をしています。 
  それぞれが独自にデータを使っているので発注機関のデータを使用して下

さい。 
 
5: 見積依頼リスト・見積依頼先リスト提出の必要性について 

協: 見積依頼リスト及び見積依頼先リスト作成は思った以上に大変で面倒な作

業です。 

県: 大変で面倒な作業ということについては、効率化していくことが良いと思い

ます。（例: ワードで差し込み印刷機能を使う等）協会で講習会を行う等す

るのも良いと思います。 
 
6: 県の仕事に対する、会員と非会員の違いについて 

協: 最近の分離発注者をみると、非会員が多く受注しており専門外の事務所（電

気、機械）が受注しているケースも多く見受けられます。業務上は問題ない

のでしょうか。 
県: 毎年、事業所に調査票を提出してもらっており、それを基にしているので専

門外の人が受注しているということは無いと思います。今のところ問題はあ

りません。 
  非会員が多く受注しているという件は、指名者の非会員の率が高くなってい

るという事ですので、会員を増やすとか、指名参加の割合を増やす等で会員

の率を高くする方法があると思います。 
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7: 設備設計事務所に何を期待しますか 

協: 県内設備設計事務所と大手設計事務所との評価が異なるような気がします。

同じことを提案しても、県内事務所の提案は採用されず大手事務所の提案

は採用されるような気がします。 

県: 事務所の所在地や規模によって評価が変わることは無く、技術的にどうなの

かを見て決めます。 
   新しい提案については、結果が出てきているようなものであれば、県も採用

したいが、結果が分からないものには難しいところがある。 
  慎重になりすぎないようにしたいと思います。 
 
8:  県有施設の既設図面の管理一元化について 

協: 設計がデータ化（ＣＡＤ化）して久しいですが、改修設計等にあたって、以

前図面のないことが多く見られます。紙ベースのものを施設ごとに管理する

のではなく一元化して速やかに提供されることを望みます。 

県: 古い図面をＣＡＤ化して一元化するには、費用の面での問題があり、まだで

きていません。少しずつではありますが、一元化していくようにしています。 
  県では年度と工事毎に管理をしています。施設毎の管理はしていません。 
  改修工事等の時にＣＡＤ化し、一元管理をしていきたいと思います。 
 
9:  県設備課様は当協会をどのように見ていますか。また、当協会に期待するも

のは何ですか。 

協: 協会員として、協会の地位向上や会員の増員等に努力をしていく所存ですが、

どう対処すべきかを設備課様から見てのご意見ご指示等ありましたら、是非

お力添えを頂きたいと思います。 

県: 県が発注するものを協会員にというのは出来ませんが、協会員への信頼度は   
  高いものがあります。 

  協会に期待するものとしては、全国の設備設計者の地位向上に繋がるよう    

な活動をお願いしたい。 
    また、会員数を増やし、活動内容を魅力的なものにして欲しいと思います。 
  日設協が連合会となり、静岡県協会も加入となればそれによる新たな活動

内容もあると思います。（例えば損害保険の取り扱い窓口等） 
 
その他 
  入札の不落について、工事額から過去のデータを用いたが、工事内容が違

っていたために不落となるケースがあります。仕様書、委託料算定基準を

よく見るようお願いします。 
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県設備課との意見交換会（Ｈ２７．１０.７（金））経費計算書 
 

予算 
摘 要 内 容 金 額 
賃借料 会場費 5,000 

旅費交通費 参加会員交通費 25,000 
合  計  30,000 

 
 
 
支  出 

年月日 支出先 内容 金額 
H28.5.18 静岡市産学交流センター 会場使用料 3,700 
H28.10.7 三ツ井幹雄他６名 出席交通費 15,000 
H28.10.7 しずてつストア 

新静岡セノバ店 
意見交換会用 
お茶代 

1,458 

H28.10.7 静岡グランドホテル中島屋 反省会費用 28,000 
合  計   48,158 
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会員交流会予算書 

                 開催日 平成２８年１２月２日（金） 
                  場 所 サンミ倶楽部（熱海市） 

 
・収  入  
 
会員交流会会費 
２０，０００円×３２名＝６４０，０００円 
２７，０００円× １名＝ ２７，０００円 
１０，０００円×１２名＝１２０，０００円 （日帰り） 
協会予算          ６０，０００ 円       

合  計    ８４７，０００円  
 
 
・支  出  

 
宿泊費（一泊二食）１３，５００円×３３名＝４４５，５００円 

   
ルームチャージ費  ７，０００円× １名＝  ７，０００円 

 
宿泊無し者費用  １０，８００円×１２名＝１２９，６００円 

 
 宴会飲み放題費   ３，２４０円×４５名＝１４５，８００円 
 
パーティー     ２０，９５２円× ５名＝１０４，７６０円 

   アテンダント 
 入湯税         １５０円×３３名＝  ４，９５０円  
 
 予備費                    ９，３９０円  
合  計                 ８４７，０００円 
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平成２８年度第２回技術委員会 

議事録 
 
 

日 時：平成２８年７月２９日（金）１７時～ 
場 所：（一社）静岡県設備設計協会事務所 

 
１ 開 会 
   技術講習会打ち合わせ 
２ 議 事 
（１） 技術講習会『演題』について 

第一部は【最新の水槽周辺システム機器について】 
    【最新配管システムについて】 
第二部は【公共施設用照明器具標準 JIL5004-2016 年版の改正内容について】 

   とする。 
   上記については各講演者側に確認をする。 
（２） 技術講習会のタイムスケジュール。 

別紙仮次第による。    
（３） 講習会案内について 

配信日は９月２０日（火）とする。 
配信先は正会員、賛助会員、設備協会および各官庁とし、正会員以外の設備設

計関係者の案内受講については検討の結果、認めないこととした。 
・検討の内容 
 会員増強には協会を知ってもらうことが重要であり、講習会は良い機会であ

るので、会員外の同業者に案内を出したらどうかという案があった。 
 理事会でその旨について意見を求めたところ、会員外の受講者は有料とし、

案内先等については委員会で検討するのが良いのではないかとの意見があった。 
理事会での意見を基に、案内先の選定や受講希望者の数がどの位あるのか、ま

た有料となった場合の受付での対応等を検討したが、案内先の選定が難しいこ

と、会員のメリットとして無料講習会を開催しているところへ、会員外受講者

を有料とはいえ入れることでメリットとしてどうなのか等意見があり、今回は、

会員外の設備設計関係者の案内受講を認めないことにした。 
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   官庁関係配信担当者 
浜松市は齊藤副委員長、静岡市及び県は小林委員、東部市関係は佐野委員長が

書面でご案内をする。 
（４）当日の役割その他 

集合時間  １２:４５ 
司会    佐野委員長 
パソコン設定・確認 大塚委員 
受付    ３名程度、当日の出席委員が対応 

（５）用意するもの 
受講者用お茶（ペットボトル 350ml）事務局 
講演者謝礼（お土産お茶）事務局 
 
その他 
・当日出席する委員の数を早めに把握する。少ない場合は、中部地区の会員に 
 応援を頼む。 
・事務局は講習会前日に講演依頼先に確認をすること。 
・事務局は開会の挨拶と閉会の挨拶を三ツ井会長と植田副会長にあらかじめ 

お願いしておく。 
・受講者数は７０名を目標とする。 
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平成 28 年度技術講習会次第 
 

主催：一般社団法人 静岡県設備設計協会 
日時：平成 28 年 10 月 28 日(金) 

                       １3：30～16：55 
場所：静岡市産学交流センター     
      プレゼンテーションルーム 
司会：技術委員長 佐野富士雄 

 
１３：００ 受付開始 
 
１３：３０ 開会の挨拶 一般社団法人 静岡県設備設計協会会長 

     三ツ井幹雄 
 

１３：３５ 第一部講演開始 １．【給水タンクの耐震性と更新工法について】 
講師 積水アクアシステム株式会社 給排水ソリューション事業部 

東京営業部 部長 柴山 信重 様 
 

              ２．【最新配管システムについて】 
        講師 積水化学工業株式会社 環境ライフラインカンパニー 

                         東京支店 2020 特命プロジェクト       
担当課長 大橋 拓平 様 

１５：１５ 第一部講演終了 
            休憩 
 
１５：３０ 第二部講演開始【公共施設用照明器具標準 JIL5004-2016年版の 

改正内容について】 
                          講師 一般社団法人日本照明工業会 認証部              

                                 部長 山田 憲幸 様 
                                  
１６：５０ 第二部 講演終了 
 
１６：５０ 閉会の挨拶 一般社団法人 静岡県設備設計協会副会長 植田賢司 
 
１６：５５ 終了 
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■事業報告 
【技術講習会】 
実施日時：平成 28 年 10 月 28 日（金曜日）13 時 30 分～16 時 30 分  
場所：静岡市産学交流センター プレゼンテーションルーム  
受講者：60 名  参加者：61 名（事務局１名） 
    静岡県６名、静岡市１名、富士市２名、正会員２１名、賛助会員２４名 
    設備協会６名 
 
第一部演題・・・１.『給水タンクの耐震性と更新工法について』 

講師：積水アクアシステム株式会社 給排水ソリューション事業部 
   東京営業部 部長 柴山 信重 様 

               ２.『最新配管システムについて』 
  講師：積水化学工業株式会社 環境ライフラインカンパニー東京支店 
     2020 特命プロジェクト 担当課長 大橋 拓平 様 
 
第二部演題・・・『公共施設用照明器具標準 JIL5004-2016 年版の改正内容について』 

講師：一般社団法人日本照明工業会 認証部 部長 山田 憲幸 様 
 
総評 
静岡県庁、静岡市、富士市の関係職員様、賛助会員、正会員の多くの出席をいただき最新

情報の提供を行ないました。 
第一部では給水設備の主要機器である水槽について改めて学習をしました。耐震性、震

災時の運用方法など東日本大震災時の具体例など上げて説明をしていただきました。また、

更新の手法についても最新の【FDNS 工法】での不断水工法を紹介されました。日頃の設

計業務ではなかなか考えることのない視点から講習で皆様のお役に立てたのではないかと

思われます。 
第二部においては JIL（公共施設用照明器具）改訂 2016 年版の開設を一般社団法人日本照

明工業会より解説があり、公共事業に携わるわれわれの実務に関わる講習が行われました。 
一部・二部とも、とても有意義な講習会となりました。 
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技術講習会（Ｈ28.10.28(金)） 経費計算書 
 
予算 

摘 要 内 容 金 額 
旅費交通費 講師旅費 10,000 
印刷製本費 テキスト印刷代 30,000 
賃借料 会場費 20,000 
諸謝金 講師謝礼 30,000 
合 計  90,000 

 
 
支 出 

年月日 摘 要 内 容 金 額 
H28. 4.27 静岡市産学交流センタ

ー 
会場使用料 21,240 

H28.10.21 竹茗堂 講師土産お茶代 15,400 
H28.10.24 しずてつストア 出席者お茶（ペットボトル） 7,614 
H28.10.28 稲川駐車場他１件 駐車代（資料等運搬） 1,300 
合   計   45,554 
 
出席者数  ６０名    
 
申込者数       ７１名 
内当日欠席      １１名  
事前申込なしの出席者   ０名 
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平成２８年度第２回共同事業推進委員会報告 

 
 
 

日 時：平成２8 年１１月１１日（金）１７時～ 
場 所：（一社）静岡県設備設計協会事務所 

 
 
１ 共同事業視察旅行について 
(1) スケジュールの再確認。 

実施日時 平成 29 年 2 月 24 日(金)から 25 日(土) 
集合場所 JR 静岡駅南口 出発時間 AM8:00 

(2) 研修先 和歌山県和歌山市 三菱電機㈱冷熱システム製作所 
(3) 現行の予約では宿泊ホテルがツインでの使用が生ずるため近傍の別のホテルを利

用してもシングルにする。 
(4) 行程中のお弁当、料理の選択については福島さんにお任せする。 
(5) 今回の計画では参加人数 40 名を目標とするため参加者確保のため両協会で努力す

る。 
(6) 応募開始日は 29 年 1 月 5 日とする。前段階で年内にこの行事について案内を出し

ておく。 
(7)  参加者 

(一社)設備設計協会側：佐野 山森 川端  
(一社)静岡県設備協会側：鈴木 今井 遠藤 篠崎 福島(事務局) 
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                                                              事 務 連 絡 

平成２８年１２月１５日 

 

(一社)静岡県設備設計協会 

正会員 様 

 

 (一社)静岡県設備設計協会 

                         会   長  三ツ井幹雄 

                         技術委員長 佐野富士雄 

 

 

平成２８年度視察研修事前のお知らせ 

 

 

 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、(一社)静岡県設備協会との共同事業の一環として、今年度は視察研修を計画いた

しました。 

皆様のスケジュールの都合上、事前にお知らせいたします。正式には年明けに参加の申

し込みを承ります。お忙しい時期ではございますが、設備業界の方々と親睦を図れる唯一

の行事で毎回、好評を博しております。正会員の方々には是非、多くのご参加をお願い申

し上げます。 

 

記 

 

 日  程    ： 平成２９年２月２４日（金）～ ２月２５日（土） 

 行先、研修先  :   和歌山県和歌山市 

           三菱電機㈱ 冷熱システム製作所 

 

２月２４日(金)    ８：００         静岡駅 出発 

               途中乗車していきます 

 

  １５：００～１６：３０ 三菱電機㈱ 冷熱システム製作所見学 

               和歌山市内宿泊（シングル部屋） 

 

２月２５日(土)   ８：３０   ホテル出発 

   ９：００               ㈱中野ＢＣ（酒蔵見学＆試飲）見学 

      ～１３：００   東大寺、奈良公園見学 

 

                 途中下車していきます 

      ～１９：００ 静岡着 

 

 参加費は、正式な案内文にてご案内いたしますが、ご負担を少しでも軽くするために

協会より補助金が出ます。 

 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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平成２８年度共同事業視察研修予算書 
 

 
・１人当たりの参加費用   ３３，０００円 
 
収入   
  参加費   ＠１８，０００×１０名＝１８０，０００円 
  協会補助額 ＠１５，０００×１０名＝１５０，０００円 

 計                ３３０，０００円  
 
  
 

支出 
  バス代等        ＠１２，０００×１０名＝１２０，０００円 

（バス代、ガイド料、高速代、駐車代、保険料等） 
  宿泊代（朝食付）    ＠１０，０００×１０名＝１００，０００円 
  食事代          ＠８，５００×１０名＝ ８５，０００円 
  その他          ＠２，５００×１０名＝ ２５，０００円 
     計                    ３３０，０００円 
 
 
 
＊上記は正会員１０名参加の場合で計算しています。 
 協会補助額は一人当たり１５，０００円は確保させていただきます。 
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「風とあかり」第３８号配布と部数について 
 
・発送日 ８月９日（ヤマトＤＭ便） 
 
・印刷数  １，４００部 
 
・発送箇所 １，０３５箇所 
 
・配布数  １，２４９部 
 
 ①ヤマト DM 便にて送付分 １，２２８部 

 
 ②広告掲載社へ送付分      １９部 

   
 ③寄稿者へ送付          １部 

   （浜松市エネルギー政策課） 
 ④追加希望者へ送付        １部 

 
・在庫数   １５１部   
 
・送付後住所変更により返送      ３箇所 
  （その後新住所へ送付） 
   中遠ガス㈱・㈱ＯＤＡＭＡＫＩ・加茂設計室 
 
・送付中止要請            ２箇所  
   静岡県立大学短期大学部図書館  
     理由 収蔵スペースの事情 
   伊豆の国市立長岡図書館  
     理由 休館の為           
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単位　（　円　）

収　入

　・広告収入 860,000 　（１９社）

支　出

科　目 金　額

  　　@360×19社

1,135,849

１，０４１，０００－１，１３５，８４９=　△９４，８４９

予算額　　　　　　執行額　　　　　差額　　　　

通信運搬費 93,068

印刷費 933,626

委託費 16,738

雑費 1,500

合計

  委員会お茶代　917

広報誌「風とあかり」第３８号科目別収支一覧表

平成28年10月3日

備　　　　　　考

  委員会交通費　54,000
交通費

飲食費

54,000

36,917

  広報誌1,400部　   884,520           

  昼食代　   16,000

  反省会費　20,000

　広告料請求書送付（広報誌１冊+請求書）　6,840

　広報誌送付代（DM便）　84,788

  浜松市寄稿の課、新会員送付代　1,440

  送付状1,200部　　　　9,396　　　　　　　　　　　　　　　

  封　筒 1,000枚　　　19,710　　　　　　　　　　　　　　　

  じゃんぷ　発送委託料　16,738

  表紙絵、挿絵デザイン料  20,000

  セロテープ１箱　　　1,500
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・年度別の比較

　収入の部

年度 予算額 決算額 差　額

26年度 700,000 1,020,000 320,000

27年度 1,000,000 1,440,000 440,000

28年度 700,000 860,000 160,000

  支出の部

予算額 決算額 差　額

26年度 1,092,000 1,000,290 91,710

27年度 1,142,000 1,512,851 △370,851

28年度 1,041,000 1,135,849 △94,849
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 報告事項（３） 
 
 

地区会報告について 
 
 
１ 報告期間 
  平成２８年７月１６日から平成２８年１２月２日まで 
 
２ 報告内容 
（１）東部 
     
 
 
（２）中部 
  ○第２回中部地区会 
   ・平成２８年７月２３日（土） 
 
  ○第３回中部地区会 
   ・平成２８年９月１０日（土） 
 
（３）西部 
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記録
(2班)
山森

日時 １３：３０～ 場所

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

6人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 山森 後藤 

／１１人

55%

１．前回議事録の確認( 川端  ） 平成２８年  　５月 　１４日（土）開催分

２．理事会の報告(  山森  ） 平成２８年　　７月 　１５日（金）開催分

　　※日設協が今後連合会設立の為、当協会へ加入要請が来ている事を説明した。

　　　９月１０日の中部地区会で改めて会長より詳細説明が有りますので、当日に中部地区の意見を

　　　まとめる予定です。（全員の出席を希望します。）

３．委員会報告

　■　総務委員会（　名波  ）

　　・９月９日予定の県との意見交換会の日程が変わります。　後日改めて連絡します。

　　・今年の忘年会は東部方面で予定しています。　日程は１２月２日～３日（１泊）で決定しました。

　■　技術委員会（ 川端  ）

　　・なし

　■　広報委員会（  甲斐  ）

　　・広報誌「風とあかり」は８月中旬頃、配達される予定で進めています。

　■　特別委員会（　山森　）

　　・アンケートを取りましたので、今後まとめて報告する予定です。

４．その他

　　・H28年 6/7（火）の清水無料相談は、案件がありませんでした。

　　・H28年 7/5（火）の清水無料相談の担当は、川端さんと甲斐さんでしたが、案件がありませんでした。

　　・H28年7/15（金）セツビクラブ例会を開催

　　　　出席者：正会員（11名）、賛助会員（75名）、来賓（1名）

     　 川端さんより会計報告がありました。　残金は川端さんが預かっております。

　　・無断欠席は無くしましょう。

　　・議事録は定例会終了後10日以内に事務局へ送るので、記録の方は速やかに地区幹事まで清書を送って下さい。

　　・中部定例会等メールの返信を求められたら、必ず返信してください。

　　※次回開催日　 平成２８年　９月１０日（土）　１５：００より(終了後懇親会予定)　協会事務局

平成２８年度　第２回 中部定例会　記録

平成２８年７月２３日（土） 協会事務局
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記録 山本

日時 １５：００～ 場所

出席人数 １班 三ツ井 山本 甲斐 名波 川端 泊

10人 ２班 コバヤシ モア Ｓouken 山森 後藤 

／１１人

91%

１．前回議事録の確認( 川端  ） 平成２８年  　７月 　２３日（土）開催分

２．理事会の報告( 山森  ） 平成２８年１２月２日（忘年会時）に開催予定

３．委員会報告

　■　総務委員会( 名波  ）

　　・12月2～3日 ﾎﾃﾙｻﾝﾐ倶楽部（熱海）にて忘年会を開催します。会費は20,000円を予定。

　　　詳細案内は10月にﾒｰﾙにて送付します。多数の参加をお願いします。

　　・10月7日 静岡県設備課との意見交換会を開催します。

　　　提案議題または要望事項の提出締め切り日は9月5日ですが、9月12日の週まで受け付けます。

　■　技術委員会( 小林  ）

　　・10月28日 ﾊﾟｶﾞｻｰﾄにて技術講習会を開催します。

　　　詳細案内は9月20日付近にﾒｰﾙにて送付します。

　■　広報委員会( 後藤  ）

　　・10日7日に広報委員会を行います。

　　・今後、広報誌に”事務所紹介”の記事を追加したらどうか。（名波）

　■　特別委員会( 山森  ）

　　・特になし。

４．その他

　　・H28年 10/4（火）の清水無料相談担当は、機械：後藤さん、電気：中村さんです。よろしくお願いします。

　　・日本設備設計協会連合会の参加・未参加について、中部地区としては参加の意思とします。

　　　詳細は別途打ち合わせにより今後決めていく。

　　・議事録は定例会終了後10日以内に事務局へ送るので、記録の方は速やかに地区幹事まで清書を送って下さい。

　　・中部定例会等メールの返信を求められたら、必ず返信してください。

　　※次回開催日　 平成２８年 １２ 月 １６ 日（金）　１８：００より　
　（忘年会を兼ねて行います。場所は未定）

平成２８年度　第３回 中部定例会　記録

平成２８年９月１０日（土） 協会事務局
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報告事項（４） 
 協会経理について 

 
時  期 普通預金 手元現金 

平成２８年４月末 ６，０４９，４８６ １１２，１１２ 
５月末 ５，４４８，５１０   １４９，０４７ 
６月末 ５，３２９，０７８   １２２，２８２ 
７月末 ５，０５２，１３５   １０５，９９５ 
８月末 ４，２０５，５６７    ９１，５５５ 
９月末 ４，３２０，３５９ ９６，７８６ 

１０月末 ３，７９６，８６３ ７２，１７２ 
１１月１５日現在 ３，７４４，８６３ １１４，５３０ 

 
 執行額 

時  期 今年度（２８年度） 昨年度（２７年度） 

（50 周年経費を除く） 
昨年度（２７年度） 

(50 周年経費を含む) 
４月 ６５５，６８６ ８０９，９７０ ８１５，９７０ 
５月 １，５２１，０８２ １，１１６，３９５ １，１１６，３９５ 
６月   ３６１，０５４ ３５６，９７１ ３５６，９７１ 
７月   ４１１，６３９ ４３８，１６５ ４３８，１６５ 
８月 １，２７５，５８５ ３５２，９２４ ３５２，９２４ 
９月   ３８０，７４７ ５７０，２７４ ５７９，２７４ 
１０月 ５４９，０５０  ４１４，７１０ ４２６，３９８ 

小 計 ５，１５４，８４３ ４，０５９，４０９ ４，０８６，０９７ 

１１月  １，５９７，７８９ ３，６６７，９１２ 
１２月  ３８０，２１７ １，６０２，３１９ 
１月  ８０４，３７２ ８０４，３７２ 
２月  ３５４，８２８ ３５４，８２８ 
３月  ３７８，３６９ ３７８，３６９ 

年度計  ７，５７４，９８４ １０，８９３，８９７ 
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番号 受付日 開催・訪問日 行事 出席者

1 ３月２８日（月） ４月２５日（月） （公社）日本建築家協会東海支部静岡地域会２０１６年度通常総会のご案内 三ツ井会長

2 ４月 ４日（月） ５月１９日（木） （一社）静岡県電業協会第５回定時総会のご案内 三ツ井会長

3 ４月 13日（水） ５月２５日（水） （一社）静岡県設備協会第４回定時総会のご案内 三ツ井会長

4 ４月 13日（水） ５月１２日（木） 第５２回静岡県設備協会中部支部総会のご案内 植田副会長

5 ４月 15日（金） ５月１２日（木） 特定非営利活動法人静岡県建築物安全確保支援協会第１回理事会の開催について 三ツ井会長

6 ４月 26日（火） 衆議院議員「井林たつのり君を育てる会」ご案内 欠席

7 ４月 26日（火） ６月　３日（金） (一社)静岡県建築士事務所協会平成２８年度総会ご案内 植田副会長

8 5月 　2日（月） ６月　7日（火） (一社)静岡県浄化槽協会第３回定時総会ご案内 山森専務理事

9 5月 　2日（月） ６月10日（金） (公社)静岡県建築士会平成２８年度定時総会ご案内 三ツ井会長

10 5月 　9日（月） 「自民党静岡三区支部大会」「宮澤博行後援会大会」 欠席

11 5月 12日（木） 片山さつき静岡県総決起大会開催のお知らせ 欠席

12  5月 18日（水） ６月　2日（木） （一社）静岡県フロン回収事業協会第１３回通常総会のご案内 三ツ井会長

13  5月 19日（木） ６月16日（木） 特定非営利活動法人静岡県建築物安全確保支援協会平成２８年度通常総会のご案内 三ツ井会長

14   5月 26日（木） 衆議院議員「城内みのる君と語る会」開催のご案内 欠席

15   5月 26日（木） ６月１７日（金） （一社）静岡県冷凍空調工業会法人化３０周年記念式典御臨席のお願い 三ツ井会長

16   5月 27日（金） ６月　３日（金） 静岡県厨房設備業協会平成２８年度第４３回定時総会開催のご案内 三ツ井会長

17 6月 13日（月) 第２４回参議院選挙各種友好団体総決起大会開催について 欠席

18 7月１３日（水） 衆議院議員「城内みのる君と語る会」開催のご案内 欠席

19 7月１３日（水） ７月２９日（金） 建築関係団体新年会団体代表者打合せ会 三ツ井会長

20 7月１５日（金） ７月２５日（月） 衆議院議員「望月義夫を励ます会」 三ツ井会長

21 ８月  ３日（水） ９月２８日（水） まちみがきセミナーのご案内（静岡市田辺市長　市政報告） 三ツ井会長、山森専務理事

22 ８月１６日（火）
１０月14日（金）～

１５日(土） 第２２回北陸・甲信越・中部ブロック協議会開催のご案内 三ツ井会長、植田副会長

23 ８月２４日（水） 10月19日(水) 針谷建築事務所７０周年記念式典 植田副会長

24 ９月  ５日（月） 10月14日(金） 自民党静岡県支部連合会「党員・党友の集い」のご案内 山森専務理事、小林相談役

25 ９月  12日（月） （一社）鹿児島県設備設計事務所協会設立３０周年記念祝賀会のご案内 欠席

26 ９月  １４日（水） 藪田宏行静岡県議会副議長就任を祝う会のご案内 欠席

27 １０月１２日（水） １１月２５日（金） 天の一県政報告会と親睦会のお知らせ 三ツ井会長、植田副会長、山森専務理事

28 １1月１６日（水）
H29

２月１３日（月）
国土交通省中部地方整備局営繕部との意見交換会開催について

29 １1月２１日（月） 片山さつき政経セミナーｉｎ浜松 欠席

30

31

関係団体からの招待依頼・会議等出席状況（平成２８年度）
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報告事項（５） 
 

静岡県ＺＥＢ等技術力向上講座について 

 
静岡県は、省エネルギー性能の高い建築物の普及を促進しており、先進的な

業務用ビル等（ＺＥＢ（ビル内のエネルギー使用量が正味でほぼゼロとなるビ

ル）の実現と普及を図るとともに、県内の建築・設備設計担当者等を対象に、

ＺＥＢに関する知識と技術力をもった人材を育成することを目的とした講座の

開催をする。 
 

◯受講対象 
 ・関係団体から推薦を受けた県内の建築・設備設計担当者等 
・４回全て出席できる方 

◯定  員 ３０名程度 
 
◯受講内容 １講座 全４回 
 
以上の講座開催について 

講座開催案内を１０月１１日に正会員あてメールにて案内いたしました。 
              ↓ 

植田氏、小林氏、後藤氏、泊氏、神谷氏、大塚氏 ６名から受講希望があり、

１０月２７日に県環境政策課へ申込みをしました。 
               ↓ 

１１月４日県環境政策課より申込をした６名の受講が認められました。 
               ↓ 

１１月７日県環境政策課より各受講希望者へ受講決定の案内がありました。 
   第１回講座 １１月２９日   第３回講座 １月３１日 
   第２回講座 １２月１６日   第４回講座 ２月２３日 
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報告事項（５） 
 

分煙技術支援事業について 

 
１０月６日 静岡市内の飲食店より分煙相談依頼があり、１０月１５日に山森

氏が相談者の元に伺い分煙の相談を受けました。 
 
 
 
  
 
 
 

国土交通省中部地方整備局営繕部との意見交換会について 

 
開催日時 平成２９年２月１３日（月）１５:００～１６:３０ 
開催場所 中部地方整備局 会議室 
議事内容 （１）各県協会における最近の状況について 
     （２）中部地方整備局からの情報提供 
     （３）意見交換会 
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番号 会員名 代表者 入会年月 創立年月 会員年数 会長 副会長 専務理事 理事 監事 役員年数

1 ＭＥサポート 佐野富士雄 Ｈ１８．５ 10.6 Ｈ２４～ 5

2 ㈱ビー・コンセプト 泊　真吾 Ｈ２４．５ 4.5

3 ウエダ建築設備事務所 植田賢司 Ｈ４　＊２ Ｓ６３．５ 24.7 Ｈ１８～１９
Ｈ２７～

Ｈ１６～１７
Ｈ１４～１５
Ｈ２６

Ｈ２４～２５ 11

4 環設備設計事務所 山本晋也 Ｓ５５．４～Ｈ８．５
Ｈ１３．４～ Ｓ５４．１ 31.7

5 佐々木設備設計事務所 佐々木哲男
Ｓ６０．６～Ｈ３
Ｈ６．４～ Ｓ５８．８ 28.2 Ｈ２０～２１

Ｈ１１～１２
Ｈ１６～１9 8

6 志賀建築設備設計事務所 志賀正紀 Ｓ４３．４ Ｓ４１．１０ 48.7 Ｈ３～１３ Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８ 27

7 杉山設備設計事務所 杉山　敬 Ｓ４８．５ Ｓ４７．２ 43.6

8 設備設計ＫＡＩ 甲斐裕士 Ｈ１８．６ 10.5 Ｈ２８～ 1

9 総合建築設備設計事務所Souken 中村健一 Ｈ９．６ 19.5 Ｈ２６～ 3

10 ツジシステムデザイン 辻　信之 Ｈ２６．１１ 2

11 ナナミ電気設計 名波睦生 Ｈ５．１０ Ｈ４．５ 23.1 Ｈ１６～１７
Ｈ２４～ 7

12 山森建築設備設計事務所 山森　繁 Ｈ２．４ Ｓ６３．５ 26.7 Ｈ２２～２３ Ｈ２４～ Ｈ１８～２１ 11

13 ㈱ＰＬＡＮ－Ｇｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 後藤利基 Ｈ２１．９ 7.2

14 ㈱エスエスシー 齊藤隆幸 Ｈ１８．８ Ｓ６４ 10.3 Ｈ２４～２６ 3

15 ㈲アドイン設計 三ツ井幹雄 Ｓ５６．３ 30年以上 Ｈ２４～
Ｈ１４～１５
Ｈ１８～１９

Ｈ１１～１２ 11

16 ㈱セイワ設計 手塚正一 Ｓ５４．４ Ｓ５３．２ 37.7 Ｈ１４～２１ Ｈ９～１３
Ｓ５８～Ｈ２
Ｈ５～８ 25

17 ㈱パブリック設備研究所 伴　賢二 Ｓ４０．４ Ｓ３９．９ 51.7 Ｓ５９．９～Ｈ２ Ｓ５０～５９．８
Ｓ４０～４９
Ｈ３～１３ 37

18 ㈲オサダ設計 長田武士 Ｈ２１．１０ 7.1

19 ㈲コバヤシ設備設計事務所 小林康秀 Ｓ６１．１ Ｓ６１．１ 30.10 Ｈ２２～２３ Ｈ１１～１２　Ｈ１４～１７
Ｈ２０～２１ Ｈ１３ Ｈ８～１0 14

20 ㈲セイブ設備計画 神谷保孝 Ｓ５４．４ Ｓ５３．４ 37.7 Ｈ７～１０　　　Ｈ
２４～26 7

21 ㈲総合設備計画事務所 川端猛真 Ｓ５４．４ Ｓ５１．４ 37.7

22 ㈲ナガノ設備設計事務所 永野靖子 Ｓ５４．４ Ｓ４８．４ 37.7 Ｈ２２～２３ 2

23 ㈲モア設備設計事務所 村松　宏 Ｈ４．１１ Ｈ１．４ 24 Ｈ２７～ 2

24 ㈲洋設計システム 鈴木洋之 Ｈ１．５ Ｈ１．４ 27.6 Ｈ１８～２１ 4

25 ㈱フレームアーツ 大塚　優（担当者）Ｈ２５．４ Ｈ２１．７ 3.7 Ｈ２７～ 2

26 オフィスａｋ 赤堀智和 Ｈ２８．８ 0.3

正会員会員年数、役員年数調査表（会員年数は平成２８年１１月　　役員年数は平成２８年度まで）
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